
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

○

公

共

施

設

に

係

る

開

発

行

為

に

関

す

る

工

事

の

〃

完

了

担

当

課

（

室

）

目

次

【

規

則

】

○

岡

山

県

事

務

処

理

規

則

及

び

就

学

前

の

子

ど

も

子

ど

も

未

来

課

に

関

す

る

教

育

、

保

育

等

の

総

合

的

な

提

供

の

推

進

に

関

す

る

法

律

施

行

細

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

（

県

例

規

集

登

載

）

【

告

示

】

○

道

路

の

区

域

変

更

道

路

整

備

課

○

道

路

の

供

用

開

始

〃

○

公

有

水

面

埋

立

竣

功

認

可

港

湾

課

し

ゆ
ん

○

生

産

物

等

売

払

代

金

の

収

納

事

務

の

委

託

教

育

委

員

会

【

公

告

】

○

特

定

非

営

利

活

動

法

人

の

設

立

認

証

の

申

請

県

民

生

活

交

通

課

○

〃

〃

○

公

共

測

量

の

実

施

監

理

課

○

都

市

計

画

の

変

更

に

係

る

図

書

の

写

し

の

縦

覧

都

市

計

画

課

○

〃

〃

○

〃

〃

○

都

市

計

画

の

決

定

に

係

る

図

書

の

写

し

の

縦

覧

〃

○

開

発

許

可

を

受

け

た

開

発

行

為

に

関

す

る

工

事

建

築

指

導

課

の

完

了

岡

山

県

公

報

平成２７年９月１５日 第１１７２０号



◎
岡
山
県
規
則
第
五
十
号

岡
山
県
事
務
処
理
規
則
及
び
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進

に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
七
年
九
月
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

岡
山
県
事
務
処
理
規
則
及
び
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の

推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
岡
山
県
事
務
処
理
規
則
の
一
部
改
正
）

岡
山
県
事
務
処
理
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
岡
山
県
規
則
第
五
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

第
一
条

に
改
正
す
る
。

認
定
の
有
効
期
間
の
更
新

第
５

別
表
第
三
子
ど
も
未
来
課
の
部

の
項
１

中
「

」
及
び
「

11

(1)

，
，

」
を
削
る
。

条

（
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則

の
一
部
改
正
）

就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行

第
二
条

細
則
（
平
成
十
八
年
岡
山
県
規
則
第
百
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
号
を
削
り
、
同
条
第
三
号
中
「
様
式
第
三
号
」
を
「
様
式
第
二
号
」
に
改
め
、
同
号

を
同
条
第
二
号
と
し
、
同
条
第
四
号
中
「
様
式
第
四
号
」
を
「
様
式
第
三
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同

条
第
三
号
と
し
、
同
条
第
五
号
中
「
様
式
第
五
号
」
を
「
様
式
第
四
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第

四
号
と
し
、
同
条
第
六
号
中
「
様
式
第
六
号
」
を
「
様
式
第
五
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
五
号

と
し
、
同
条
第
七
号
中
「
様
式
第
七
号
」
を
「
様
式
第
六
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
六
号
と
す

る
。第

三
条
を
削
る
。

第
四
条
第
一
項
中
「
様
式
第
八
号
」
を
「
様
式
第
七
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
三
条
と
す
る
。

様
式
第
二
号
を
削
り
、
様
式
第
三
号
を
様
式
第
二
号
と
し
、
様
式
第
四
号
か
ら
様
式
第
七
号
ま
で

を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

様
式
第
八
号
中
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
七
号
と
す
る
。

第
４
条

第
３
条

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

平成２７年９月１５日　岡山県公報　第１１７２０号



（
経
過
措
置
）

２

第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供

の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し

て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平成２７年９月１５日　岡山県公報　第１１７２０号



◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
三
十
八
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
と
お
り
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
岡
山
県
土
木
部
道
路
整
備
課
に
お
い
て
告
示
の
日
か
ら
二
十
日
間
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。

平
成
二
十
七
年
九
月
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路

線

名

八
木
山
日
生
線

三

道
路
の
区
域

新
旧

幅

員

延

長

区

域

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

備
前
市
日
生
町
日
生
字
椿
谷
五
番
六
地
内

新

七
二
・
四

六
・
〇
～一

八
・
四

備
前
市
日
生
町
日
生
字
椿
谷
五
番
六
地
内

旧

七
二
・
四

四
・
一
～一

六
・
七

平成２７年９月１５日　岡山県公報　第１１７２０号



◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
三
十
九
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
供
用
を

次
の
と
お
り
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
岡
山
県
土
木
部
道
路
整
備
課
に
お
い
て
告
示
の
日
か
ら
二
十
日
間
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。

平
成
二
十
七
年
九
月
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

道
路
の

供

用

開

始

路

線

名

区

間

種

類

年

月

日

県
道

八
木
山
日
生

備
前
市
日
生
町
日
生
字
椿
谷
五
番
六
地
内

平
成
二
十
七

線

年
九
月
十
五

日
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◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
四
十
号

平
成
十
七
年
七
月
七
日
付
け

岡
山
県
指
令
港
第
四
号
で
免
許
し
た
公
有
水
面
埋
立
て
に
つ
い
て

、

、

平
成
二
十
七
年
九
月
七
日
次
の
と
お
り
竣
功
を
認
可
し
た
。

平
成
二
十
七
年
九
月
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

１
埋
立
区
域

(
1
)
位

置

瀬
戸
内
市
邑
久
町
虫
明
字
小
瀬
3
8
8
1
番
及
び
3
8
9
2
番
地
先
公
有
水
面

(
2
)
区

域

次
の
各
地
点
の
う
ち
１
の
地
点
か
ら
2
3
の
地
点
ま
で
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び
１
の
地
点
と
2
3

の
地
点
を
結
ぶ
平
成
1
5
年
の
秋
分
の
満
潮
位
（
D
.
L
.
＋
2
.
0
4
ｍ
）
に
お
け
る
公
有
水
面
と
陸
地
と

の
境
界
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

１
の
地
点

伊
藤
萬
四
等
三
角
点
（
北
緯
3
4
度
4
1
分
2
2
.
8
3
9
6
秒
，
東
経
1
3
4
度
1
3
分
1
5
.
5
3
4
2

秒
）
か
ら
1
8
4
度
5
0
分
5
0
秒
7
8
1
.
4
2
ｍ
の
地
点

２
の
地
点

１
の
地
点
か
ら

3
2
0
度
3
9
分
5
0
秒

1
.
2
8
ｍ
の
地
点

３
の
地
点

２
の
地
点
か
ら

4
0
度
5
1
分
3
1
秒

4
.
1
9
ｍ
の
地
点

４
の
地
点

３
の
地
点
か
ら

4
1
度
2
8
分
5
9
秒

3
.
9
8
ｍ
の
地
点

５
の
地
点

４
の
地
点
か
ら

4
9
度
3
6
分
4
9
秒

3
.
7
6
ｍ
の
地
点

６
の
地
点

５
の
地
点
か
ら

5
8
度
1
4
分
3
9
秒

4
.
3
4
ｍ
の
地
点

７
の
地
点

６
の
地
点
か
ら

6
7
度
2
0
分
1
5
秒

3
.
9
7
ｍ
の
地
点

８
の
地
点

７
の
地
点
か
ら

7
5
度
1
7
分
3
5
秒

3
.
9
8
ｍ
の
地
点

９
の
地
点

８
の
地
点
か
ら

3
4
9
度
4
4
分
0
1
秒

1
.
0
1
ｍ
の
地
点

1
0
の
地
点

９
の
地
点
か
ら

8
2
度
0
7
分
3
5
秒

1
.
9
7
ｍ
の
地
点

1
1
の
地
点

1
0
の
地
点
か
ら

1
7
4
度
0
3
分
4
0
秒

0
.
9
9
ｍ
の
地
点

1
2
の
地
点

1
1
の
地
点
か
ら

8
6
度
4
6
分
4
0
秒

2
.
3
2
ｍ
の
地
点

1
3
の
地
点

1
2
の
地
点
か
ら

1
3
度
2
6
分
0
1
秒

0
.
5
9
ｍ
の
地
点

1
4
の
地
点

1
3
の
地
点
か
ら

1
0
0
度
0
7
分
0
1
秒

1
.
0
0
ｍ
の
地
点

1
5
の
地
点

1
4
の
地
点
か
ら

1
0
度
4
8
分
0
0
秒

3
.
7
2
ｍ
の
地
点

1
6
の
地
点

1
5
の
地
点
か
ら

9
8
度
1
2
分
2
6
秒

2
.
9
2
ｍ
の
地
点

し
ゅ
ん
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1
7
の
地
点

1
6
の
地
点
か
ら

1
0
度
5
1
分
4
5
秒

5
5
.
4
1
ｍ
の
地
点

1
8
の
地
点

1
7
の
地
点
か
ら

1
0
0
度
4
5
分
4
0
秒

2
4
.
9
6
ｍ
の
地
点

1
9
の
地
点

1
8
の
地
点
か
ら

1
9
0
度
1
2
分
3
6
秒

8
.
4
5
ｍ
の
地
点

2
0
の
地
点

1
9
の
地
点
か
ら

1
0
0
度
4
5
分
0
6
秒

7
4
.
9
5
ｍ
の
地
点

2
1
の
地
点

2
0
の
地
点
か
ら

1
0
度
5
1
分
3
8
秒

8
.
3
6
ｍ
の
地
点

2
2
の
地
点

2
1
の
地
点
か
ら

1
0
1
度
1
7
分
3
6
秒

2
.
8
4
ｍ
の
地
点

2
3
の
地
点

2
2
の
地
点
か
ら

1
9
0
度
4
9
分
0
2
秒

6
0
.
0
2
ｍ
の
地
点

(
3
)
竣
功
面
積

6
,
1
9
6
.
7
4
㎡

２
埋
立
地
の
用
途

漁
港
施
設
用
地

３
埋
立
人

(
1
)
氏
名
又
は
名
称

岡
山
県

(
2
)
住
所

岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
４
番
６
号

(
3
)
代
表
者
の
氏
名

岡
山
県
知
事

伊
原
木

隆
太

４
帰
属
権
利
者

岡
山
県

５
関
係
図
書
閲
覧
市
町
村
名

瀬
戸
内
市

し
ゆ
ん
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◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
四
十
一
号

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

収
納
の
事
務
を
次
の
と
お
り
委
託
し
た
。

平
成
二
十
七
年
九
月
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

委
託
し
た
事
務
の
内
容

生
産
物
等
売
払
代
金
に
係
る
収
納
事
務

二

委
託
し
た
収
入
の
種
類

生
産
物
等
売
払
代
金

三

委
託
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
名
称

津
山
市
上
田
邑
二
八
八
〇

株
式
会
社
津
山
綜
合
木
材
市
場

代
表
取
締
役

木
下

恒
久

四

委
託
を
受
け
た
事
務
を
行
う
場
所

津
山
市
上
田
邑
二
八
八
〇

津
山
綜
合
木
材
市
場

五

委
託
の
期
間

平
成
二
十
七
年
七
月
三
十
日
か
ら
平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
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〔

〕

（

）

、

三
七
四

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

平
成
十
年
法
律
第
七
号

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

次
の
と
お
り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
七
年
九
月
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
七
年
九
月
七
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
Ｔ
ｈ
ｅ

Ｇ
ｅ
ｎ
ｉ
ｕ
ｓ

三

代
表
者
の
氏
名

Ｋ
Ｏ
Ｒ
Ｃ
Ａ
Ｌ
Ａ

Ｙ
Ａ
Ｍ
Ａ
Ｓ
Ａ
Ｋ
Ｉ

Ｂ
Ａ
Ｒ
Ｂ
Ａ
Ｒ
Ａ

Ｍ
Ａ
Ｌ
Ｇ
Ｏ
Ｒ
Ｚ
Ａ
Ｔ
Ａ

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

津
山
市
西
吉
田
五
八
二
番
地
六
六

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
子
供
た
ち
に
対
し
て
、
宇
宙
と
科
学
教
育
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
科
学
の
興
味

や
地
球
の
重
要
性
を
分
か
る
よ
う
に
教
育
す
る
。
本
会
は
、
宇
宙
、
天
体
、
航
空
関
係
の
施
設
か
ら

離
れ
た
地
域
に
住
む
子
供
た
ち
に
、
宇
宙
、
天
体
、
航
空
に
関
す
る
知
識
を
普
及
さ
せ
、
将
来
の
進

路
目
標
を
決
め
さ
せ
る
。
宇
宙
、
地
球
に
悪
い
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
良
好
な
自
然
環
境
の
維
持
・
創

出
、
環
境
保
全
思
想
の
普
及
を
目
的
と
す
る
。
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〔
三
七
五
〕
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
七
年
九
月
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
七
年
九
月
八
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
ゆ
ば
ら
田
舎
自
慢

三

代
表
者
の
氏
名

各
務

裕
史

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

真
庭
市
豊
栄
四
九
八
番
地

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
主
に
湯
原
地
域
住
民
と
法
人
の
趣
旨
に
賛
同
す
る
都
市
住
民
を
対
象
に
両
者
の
共

助
関
係
に
よ
っ
て
行
う
観
光
誘
致
事
業
（
営
農
体
験
、
観
光
農
園
、
観
光
ク
ラ
フ
ト
等

、
障
害
者

）

支
援
事
業
、
ブ
ラ
ン
ド
作
物
育
成
事
業
（
ブ
ド
ウ
、
米
な
ど

、
バ
イ
オ
マ
ス
発
電
所
誘
致
と
そ
の

）

廃
熱
・
電
力
を
有
効
に
活
用
す
る
若
者
に
も
魅
力
的
で
先
進
的
な
農
林
水
産
業
展
開
事
業
な
ど
を
実

施
す
る
こ
と
で
田
舎
の
魅
力
を
再
認
識
す
る
と
共
に
、
若
者
の
定
住
を
促
し
地
域
の
活
性
化
を
図
る

こ
と
を
目
的
と
す
る
。
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〔
三
七
六
〕
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
岡
山
市
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が

あ
っ
た
。

平
成
二
十
七
年
九
月
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

測

量

区

域

測

量

の

種

類

測

量

期

間

岡
山
市
全
域

公
共
測
量
（
都
市
計
画
図
作
成
）

平
成
二
十
七
年
八
月
十
日
か
ら
平

成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
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〔
三
七
七
〕
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
笠
岡
市
か
ら
笠
岡
都
市
計
画
用
途
地
域
に
つ
い
て
の
都
市
計
画

の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
写
し
を
次
の
と
お
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
七
年
九
月
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

都
市
計
画
の
種
類

笠
岡
都
市
計
画
用
途
地
域

二

都
市
計
画
の
変
更
年
月
日

平
成
二
十
七
年
九
月
一
日

三

縦
覧
場
所

岡
山
県
土
木
部
都
市
局
都
市
計
画
課

な
お
、
原
本
は
、
笠
岡
市
役
所
建
設
産
業
部
都
市
計
画
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
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〔
三
七
八
〕
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
笠
岡
市
か
ら
笠
岡
都
市
計
画
地
区
計
画
に
つ
い
て
の
都
市
計
画

の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
写
し
を
次
の
と
お
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
七
年
九
月
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

都
市
計
画
の
種
類

笠
岡
都
市
計
画
地
区
計
画
（
笠
岡
市
大
井
地
区
地
区
計
画
）

二

都
市
計
画
の
変
更
年
月
日

平
成
二
十
七
年
九
月
一
日

三

縦
覧
場
所

岡
山
県
土
木
部
都
市
局
都
市
計
画
課

な
お
、
原
本
は
、
笠
岡
市
役
所
建
設
産
業
部
都
市
計
画
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
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〔
三
七
九
〕
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
笠
岡
市
か
ら
笠
岡
都
市
計
画
下
水
道
に
つ
い
て
の
都
市
計
画
の

変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
写
し
を
次
の
と
お
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
七
年
九
月
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

都
市
計
画
の
種
類

笠
岡
都
市
計
画
下
水
道

二

都
市
計
画
の
変
更
年
月
日

平
成
二
十
七
年
九
月
一
日

三

縦
覧
場
所

岡
山
県
土
木
部
都
市
局
都
市
計
画
課

な
お
、
原
本
は
、
笠
岡
市
役
所
建
設
産
業
部
都
市
計
画
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
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〔
三
八
〇
〕
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
早
島
町

か
ら
岡
山
県
南
広
域
都
市
計
画
地
区
計
画
に
つ
い
て
の
都
市
計
画
の
決
定
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付

を
受
け
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
写
し
を
次
の
と
お
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
七
年
九
月
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

都
市
計
画
の
種
類

岡
山
県
南
広
域
都
市
計
画
地
区
計
画
（
金
田
・
下
野
地
区
地
区
計
画
）

二

都
市
計
画
の
決
定
年
月
日

平
成
二
十
七
年
九
月
一
日

三

縦
覧
場
所

岡
山
県
土
木
部
都
市
局
都
市
計
画
課

な
お
、
原
本
は
、
早
島
町
役
場
建
設
農
林
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
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〔
三
八
一
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

平
成
二
十
七
年
九
月
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

赤
磐
市
河
本
字
下
香
ノ
内
九
二
一

一
、
九
二
一

二
の
一
部
、
九
二
一

一
地
先
水
路
、
九
二

－
－

－

一

二
地
先
水
路

－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
所
在
地
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

岡
山
市
北
区
表
町
三
丁
目
一
八

四
三

－

株
式
会
社
谷
文

代
表
取
締
役

谷

好
文

三

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
二
四
号
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〔
三
八
二
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
う
ち
、
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

平
成
二
十
七
年
九
月
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

赤
磐
市
河
本
字
下
香
ノ
内
九
二
一

一
、
九
二
一

二
の
一
部
、
九
二
一

一
地
先
水
路
、
九
二

－
－

－

一

二
地
先
水
路

－

二

公
共
施
設
の
種
類

道
路
、
公
園
、
下
水
道
、
水
路

三

位
置
及
び
区
域

開
発
登
録
簿
記
載
の
と
お
り
（
開
発
登
録
簿
は
、
岡
山
県
土
木
部
都
市
局
建
築
指
導
課
に
お
い
て

閲
覧
に
供
す
る

）
。

四

許
可
を
受
け
た
者
の
所
在
地
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

岡
山
市
北
区
表
町
三
丁
目
一
八

四
三

－

株
式
会
社
谷
文

代
表
取
締
役

谷

好
文

五

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
二
四
号
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